
 

議案第４７号 

令和元年度東郷町下水道事業会計補正予算（第１号） 

元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、施行日以降は、

「平成３１年度東郷町下水道事業会計予算」の名称を「令和元年度東郷町下水道事

業会計予算」とし、予算書における年度表記については、「平成３１年度」を「令

和元年度」と読み替えるものとし、「平成３２年度」以降も同様とする。 

（総則） 

第１条 令和元年度東郷町下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和元年度東郷町下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 ⑴ 収入                         （単位：千円） 

科   目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 下水道事業収益 737,651 3,238 740,889 

  第１項 営業収益 544,539 3,238 547,777 

 ⑵ 支出                         （単位：千円） 

科   目 既決予定額 補正予定額 計 

第２款 下水道事業費用 755,935 3,238 759,173 

  第１項 営業費用 634,196 3,238 637,434 

  令和元年５月３１日提出        東郷町長 井 俣 憲 治     

 











 

議案の概要 

１ 歳入の補正 

下水道使用料の増額等に伴い、下水道事業収益を３，２３８千円増額する。 

２ 歳出の補正 

総係費の増額に伴い、下水道事業費用を３，２３８千円増額する。 
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